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信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン（令和４年個人情報保護委員会・総務省告示第３号（最終改正令和６年個人情報保護委員

会・総務省告示第３号））の解説の一部改正の新旧対照表 

 

○ 信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン（令和４年個人情報保護委員会・総務省告示第３号（最終改正令和６年個人情報保護

委員会・総務省告示第３号））の解説 

・改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のよう

に改める。 

 

改正後 改正前 

信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン 

（令和４年個人情報保護委員会・総務省告示第３号（最終改正令和６年

個人情報保護委員会・総務省告示第３号））の解説 

令和４年３月 

個人情報保護委員会 

総務省 

（令和７年４月更新） 

信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説 

目次 

［略］ 

【凡例】 ［略］ 

※ なお、特に断りのない限り、本ガイドラインの解説において示す法

令等の内容は、令和 7年 4月 1日時点とする。 

信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン 

（令和４年個人情報保護委員会・総務省告示第３号（最終改正令和６年

個人情報保護委員会・総務省告示第３号））の解説 

令和４年３月 

個人情報保護委員会 

総務省 

（令和７年３月更新） 

信書便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説 

目次 

［同左］ 

【凡例】 ［同左］ 

※ なお、特に断りのない限り、本ガイドラインの解説において示す法

令等の内容は、令和 7年 3月 24日時点とする。 

1 ［略］ 1 ［同左］ 

2 定義 2 定義 



2-1~2-5 ［略］ 2-1~2-5 ［同左］ 

2-6 個人情報取扱事業者（法第 16 条第 2 項・法第 2 条第 9 項、第 10

項、第 11 項・法別表第 2関係） 

2-6 個人情報取扱事業者（法第 16 条第 2 項・法第 2 条第 9 項、第 10

項、第 11 項・法別表第 2関係） 

［略］ 

（参考） 

法第 16条（第２項） 

［略］ 

 

法第２条（第９項） 

［略］ 

 

法第２条（第 10項） 

［略］ 

 

法第２条（第 11項） 

［略］ 

 

法別表第２ 

名称 根拠法 

［略］ ［略］ 

国立研究開発法人 独立行政法人通則法 

国立健康危機管理研究機構 国立健康危機管理研究機構法 

国立大学法人 国立大学法人法 

［略］ ［略］ 
 

 

［同左］ 

（参考） 

法第 16条（第２項） 

［同左］ 

 

法第２条（第９項） 

［同左］ 

 

法第２条（第 10項） 

［同左］ 

 

法第２条（第 11項） 

［同左］ 

 

法別表第２ 

名称 根拠法 

［同左］ ［同左］ 

国立研究開発法人 独立行政法人通則法 

国立大学法人 国立大学法人法 

［同左］ ［同左］ 
 

 



2-7~2-20 ［略］ 

3~7 ［略］ 

【付録】 ［略］ 

2-7~2-20 ［同左］ 

3~7 ［同左］ 

【付録】 ［同左］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

 


